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会 議 録 
 

 

会 議 名 第２回徳島市男女共同参画プラン策定市民会議 

開 催 日 時 令和４年１０月２６日（水） 午後１時３０分～午後３時 

開 催 場 所 徳島市役所 ８階 庁議室 

議 題 

１ 開会 

２ 議事 

⑴  第４次男女共同参画プラン・とくしま（素案）について 

⑵  その他 

３ 閉会 

出 席 委 員 ８人 

傍 聴 者 ０人 

 

 

協議経過及び協議結果 

開 会 

議事 (1)第４次男女共同参画プラン・とくしま（素案）について 

事務局  説  明 

会 長 

 

 

 

 

 

Ｂ委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 ありがとうございました。皆様のご意見を一人ひとりお伺いしたいと思い

ます。まずは資料１の方針についてお伺いしたいと思います。その後、資料

３をもとに、成果指標が妥当であるかについてお伺いしたいと思います。そ

の後は自由に意見をいただければと思います。何かご意見がある方いらっし

ゃいますか。 

 

資料１の 54 ページを見ていただくと、「在住外国人の相談支援」とあるの

ですが、不法滞在者等は含まないという理解でよろしいですか。 

 

 在住外国人の相談ということですが、日常生活における悩みごとや、防災、

救急などの点で悩まれている外国人の方を対象に相談事業を実施しておりま

す。不法滞在につきましては、法務局などと連携しながらということになっ

てくると思います。 

 

 不法滞在者について特に言及はしないということでよろしいですか。その

他いかがでしょうか。 
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Ａ委員 

 

 

 

事務局 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１の 52 ページに「ひとり親家庭への支援」とあり、「養育費について

半数以上の世帯で取り決めがなく」とあるのですが、もし養育費が払われな

くなった場合にどうすればよいのかということが重要だと思います。 

 

市等でも養育費が払われるように、弁護士費用等の補助などを今年度から

実施しております。 

 

離婚して、こちらが子どもを引き取って、相手がまだ生きているという状

況では法的には養育費を取れるのですが、相手側が逃げてしまってどこで何

をしているのかわからない、そもそも生活保護を受けている状況であるなど

ということになると、法的には請求できても、現実には取り立てができない

という問題があって、半数以上がということは確かに私の感覚ではその通り

なのかなと思います。最初何年かは払うけれど、その後どこにいるのかわか

らないなどということになるので、市で何か支援をしていただければという

のはあります。弁護士を付けたからと言って必ず取れるわけではなく、なか

なか難しい。 

 

ありがとうございます。そういう実態について私は全く知らなかったので

大変参考になりました。弁護士費用のサポート以外に、市として何か実効性

のある支援はどういったものが望ましいのでしょうか。 

 

相手の男性の居所を、市が勝手に漏らすということはできないでしょうか

ら、役所の方にもある程度、養育費などの知識をつけていただく。日本の離

婚手続きで一番多いのが協議離婚という形です。調停離婚とか裁判での離婚

になると、養育費の取り決めは成されて、相手が払わなくなったら、割と簡

単な手続きで差し押さえができます。差し押さえをしても逃げられる可能性

はあるのですが、多くの場合はそれで救済されます。しかし、協議離婚の場

合は、お互いが任意で作ったような書面で養育費の取り決めが成されている

とか、口頭でしか取り決めがされていないとか、そもそも養育費について決

めていないなどという場合があって、それでも離婚は成立するので、その後

払われない場合に女性側がどうやって請求するかというと、また養育費の調

停を改めて起こしたり、それで払われなければ裁判所に決めてもらったりな

どして、そこから差し押さえの手続きとなるので非常に時間がかかります。

であれば協議離婚であっても公正証書を作っておく。公正証書があれば、調

停などを挟まなくても、いきなり差し押さえができるので、そういったこと

をアドバイスできるように知識として持っておいていただければと思いま

す。平和裏に離婚できたとしても、弁護士や司法書士などの専門家に相談に

行って、調停にするのか、任意の離婚であっても、公正証書を作るのかとい

うことを聞いた方がいいというようなアドバイスをできる人が必要なのかな
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Ｄ委員 

 

 

 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ委員 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

 

 

Ｅ委員 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

Ｅ委員 

 

 

と思います。 

 

 徳島市の支援で、今言っていただいたような公正証書の手数料などを支援

してくれるものもあるので、それを職員が理解して、伝えていくことが大事

だと思います。あと離婚のことでお伺いしたいのですが、面会交流というも

のが増えてきていると思うのですが、そういうことも取り決めはできるので

しょうか。 

 

 できます。それは離婚の時に取り決めてもよいですし、調停で離婚をする

場合にも、求めれば調停がまとまった時に入るということになっています。

大前提として、養育費の支払いと面会交流は完全に独立したものとなってい

ます。裁判所としては、子どもにとって両親と会って成長することが好まし

いので、面会交流をさせてくれと言った時に、養育費を払っていないという

ことを言われても無視してもよいということになっています。それでも会わ

せてくれなければ、面会交流の調停を起こして、最終的には裁判所が審判で

権力的に決めてくれますし、損害賠償請求ができるようになることはありま

す。面会交流が成立したからといって、勝手に子どもを連れて帰ると誘拐に

なってしまうので、取り決めをすることは可能です。 

 

 そういう知識もサポートしてくれるといいですね。 

 

 そうですね。面会交流、養育費、離婚、親権についての取り決めぐらいで

あれば、おそらく公証役場で公証人の方もそういう書式を持っているので、

紛争がない状態であれば、公証人の方に相談して、適当なものを作ってもら

って、できると思います。もっと揉めるようであれば、弁護士に相談ですが、

その時は法テラスを使って弁護士費用を無料にできる場合があります。そう

いった知識も役所の人が持っておいていただければと思います。 

 

 仕組みがよくわからないのですが、離婚は離婚届を出したら終わりで、そ

こで揉めたら調停や裁判をすると思っていたのですが、あっていますか。 

 

 大体あっていますが、調停に行った場合は、そもそも離婚届が作れません。

両者の合意がない場合は協議離婚ができません。その場合は次の手段と言え

ば調停しかありません。調停で離婚についての合意ができなければ、調停不

調となり、最後に裁判となります。 

 

 裁判や調停になった場合、養育費の話とか親権の話は決まってくると思う

のですが、一般的に課題になるのは、普通に離婚届を出して別れた後で問題

が出てきましたということだと思います。離婚後の生活をどうやってサポー
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Ｂ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

Ｄ委員 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

会 長 

 

 

Ｄ委員 

 

 

 

 

 

会 長 

 

トしていくのか。悩み事相談のようなところをもっとアピールしたほうがい

い気がします。例えば、相談を促す呼びかけですね。 

 

 市役所で週１回、弁護士の無料相談会があると思いますが、離婚関係の相

談が少ないように思います。皆さんがもっと離婚で法的なところを意識され

た方がいいのかなと思います。あと１つ、離婚はお金の部分で揉めているこ

とが多いので、そういう場合は調停にいく前にまず、親権者を決めて離婚届

を出していただいて、その上でお金の話を詰めてから、調停を起こして養育

費等を決めるというやり方もあります。何故かというと、離婚ができていな

い状態で調停を起こした場合に、夫側が離婚調停を不成立にさせようとする

場合があります。そういう場合は、先に離婚のところで合意できているので

あれば、まずは協議離婚してから、落ち着いて改めて調停をするという流れ

をあえてやることもあります。 

 

 ありがとうございます。離婚された方やひとり親家庭に対して、どういっ

た法的サポートがあるのかということが、一般の人でもわかるような冊子や

ホームページに上に Q＆Aを作って、専門的な知識をわかりやすく、そしてい

ざとなれば法律の専門家と繋がれるように、そうしたことを周知できるよう

な仕組みを準備することが必要ということですね。 

 

 徳島市のホームページにはそういう支援があるということは既に載ってい

ます。それを必要な人に届けることが今は大事かもしれないですね。 

 

 今はインターネットで「離婚」などを検索すればすぐ見られるので、そう

いうものを使える人はそもそも問題にはならないのではないかと思います。

そういうものに繋がれない方に、どう情報提供をするかとなると、やはり窓

口職員に最低限の知識を持っておいていただくことが大事だと思います。 

 

 そうすると、例えば届け出をされた際に、こういったことが利用できます

よということをまとめた冊子のようなものはどうでしょうか。 

 

 今は、徳島市男女共同参画センターの女
ひと

と男
ひと

生き方相談や、県の男女共同

参画総合支援センターときわプラザがあるので、離婚する前でもそこに相談

しに行くと、こういう情報がありますよということを提供していただければ、

どういう情報が自分にとって一番いいかということが考えられるのではない

かと思います。窓口になる方が、いかにたくさんの情報を提供できるかが大

きいと思います。 

 

 こういった問題は色々な人に言って回るわけにはいかないので、相談しづ

らいところがあると思います。当事者の視点から利用しやすい、情報が届き
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Ｅ委員 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

Ｄ委員 

 

 

 

 

 

会 長 

 

事務局 

 

会 長 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

やすいやり方を検討していただけたらと思います。 

 

 資料１の 16ページ、17ページと資料２の体系図ですが、本体の資料１の方

には、いきなり基本目標や基本方向が数字だけ書いてありますが、頭のとこ

ろに、基本理念、基本目標、基本方向などを書いてもらえたらわかりやすい

と思います。それと資料１の９・10 ページの「第３次プランの評価」で、や

りましたという内容は書いてありますが、評価はどうなのかということが書

いていないので、できたこと、できなかったことをまとめて書いた方がプラ

ンの評価としてはいいのではないかと思いました。 

 

 我々は行政に対して、完璧にできると考えがちですが、それは無理なので、

そういう点も示していただくのがいいのではないかと思います。 

 

 資料１の 42ページの「子育て、介護に関する支援の充実」に、「保育所等」

とありますが、ここに地域子育て支援拠点を入れていただきたいと思います。

保育所に行っていなくても相談できますという情報提供になります。それと

「相談・指導等を行います」とありますが、最近は指導をあまりしないので、

支援などの表現に変えていただきたいと思います。 

 

今のご提案について事務局はいかがでしょうか。  

 

 地域子育て支援拠点や指導という部分を整理させていただきます。 

 

 その他プラン全体についていかがでしょうか 

 

 資料１の 53ページのセクシュアルマイノリティのところですが、セクシュ

アルマイノリティの多くは、就職活動の時に履歴書の顔写真や性別欄で悩ま

れる方が多い印象なのですが、そういった欄をなくすことは市や大学で検討

することはできませんか。 

 

確かに就職の際に、企業によっては性別欄がなかったり、大学等でもそう

いった取組が進んでいるところもあるのですが、市としてはどうなのでしょ

うか。徳島市役所を志願される方の履歴書などで指定はあるのでしょうか。 

 

 男女の欄ですが、ホームページ上でも採用試験の状況を出していて、その

中に男女別で数字が出ていたと思うので、記載する欄はあると思います。今

年度はわからないですが、昨年度はありました。 
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会 長 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ委員 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 

 

会 長 

 

 

市役所に勤めるようになった後に、当然性別による差別はないという前提

なので、必ずしも性別欄は必要ないと思いますがいかがでしょうか。私も学

生に対するアンケートをしまして、これまでは男女別に集計することが当た

り前のことなので性別を入れていたのですが、どちらでもない、答えたくな

いという選択肢を入れた方がいいのではないかという声も実際にあります。

我々多数派の立場からするとあまりピンとこないのですが、今後十分に検討

する価値はあると思います。その点についてはいかがでしょうか。 

 

アンケートを取る際に、男性女性を答えたくないという選択肢を増やすと

ころから始めてもいいかもしれません。 

 

回答しなかった人は外して集計、分析をすることが今までの形ですが、一

定数おられますので、そこも検討する点だと感じます。では指標の方に移ろ

うと思います。資料３の成果指標について協議いただければと思います。第

３次プランではアウトプット指標、つまり何をしたのかが中心でしたが、第

４次プランではアウトカム、つまり何が実現したのか、どのように変わった

のかを検証するということが変更点だと思います。何かお気づきの点があり

ましたらお願いします。 

 

 基本方向１の人権が尊重されていると感じる市民の割合ですが、質問の仕

方が難しいなと思います。人権についての理解の度合いは個々によって違う

ので、その辺りで差が出てくると統計の取り方が難しいのではないかという

ことと、一番下のセミナーや講演会のところですが、そもそもそういうもの

に参加する方は意識が高いので目標値を余裕で超えるのではないかと思いま

す。あと、同じ方が何度も来られると思うので、指標としては甘いのではな

いかと思いました。 

 

 人権が尊重されていると感じる市民の割合の点ですが、調査は継続性が重

視されており、これまでと表現方法が違うと、前回とどういうところが違う

のか分からないということもあると思います。一方で、問題点があるのであ

れば、修正した方が今後のためになるとも思います。いかがでしょうか。 

 

 主観的な指標を達成目標にすることは、確かに難しいと思います。例えば

設問を変えて、人権を侵害されるようなことを経験しましたかというように、

具体的な設問にすると、より正確な指標になるのではないかと思いました。 

 

 例えばジェンダーギャップの世論調査で、あなたの住んでいる場所ではど

うですかというような聞き方をすると、女性の社会参加が進んでいない県よ

りも社会参加が進んでいる県の方が不満を感じている。なぜかというと、県
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Ｅ委員 

 

 

 

 

による意識や基準の違いがあるので、継続性の問題もあると思いますが、ご

検討いただきたいと思います。 

  

人権が尊重されていると感じる市民の割合は、市が行っている市民満足度調

査によるもので。総合計画での指標ともなっていますので、男女共同参画も

同じように指標とさせていただきました。 

 

男女共同参画について人権が尊重されているかという質問ではなくて、一

般的な話でということですね。そうすると人権侵害というのは、権力から市

民の権利が制約されているということなので、例えば家庭内で妻に対して夫

が差別的なことを言うというのは人権の話ではない。徳島市が男だから税金

を安くしよう、女だから給料を安くしようということをするとそれは人権侵

害になります。警察の防犯カメラで自分の人権が侵害されていると感じたら、

はいと答えるので、男女共同参画での指標として使うには広すぎるのではな

いかと思います。 

 

 男女共同参画を目的とした指標ではなかったのでということで今回の成果

指標として適切かということをもう少し検討していただけたらと思います。

場合によっては、こういったアンケートを実施する可能性はありますか。 

 

 計画策定の前年度に男女共同参画に関する市民意識調査を実施していま

す。 

 

 人権が尊重されているかの代わりになる項目を作っていただけるとより良

い物になると思います。続きまして、セミナーや講演会等により理解が深ま

ったかについてです。意識の高い固定メンバーが多く、当然高い数字になる

のではという指摘でした。 

 

 何回やるとか、地域を分けて行った上での目標の方がいいと思います。 

 

 セミナーや講演などにより啓発活動を進めて行くことは大事だと思います

が、それを指標にするのは落としどころで悩まれたのかなと勝手に推測して

いますが。何かないですか。 

 

 第３期が活動指標で今回が成果指標ということですが、成果指標の中で市

民満足度調査とか、市民意識調査とか、これが毎年の結果を見るものではな

いわけです。策定の前年度にしか調査しないのであれば毎年の活動指標を入

れておいて、結果を見て、成果指標に結びつけるようなものをどこかで聞く

ようにすればいいのではないですか。 
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 ５年ごとだけでなく、中間的な部分でも確認していくべきではないかとい

う意見でした。その他いかがでしょうか。 

 

 前回の会議で他の都道府県や市町村の男性の育児休業のデータを説明させ

ていただいて、広島市がどのように把握しているのかを直接聞いてみました

が、広島県は毎年職場環境実態調査を実施し、把握しているということでし

たので、徳島県でも同様の調査をしてもらえるように提言していくつもりで

す。市役所における男性職員の出産・育児関連制度（休暇・休業等）利用率

100％というところは、実際の日数と合わせてみないと、本当に育児休業の代

わりになるのかというところは数値だけではわからないと思いますので検討

いただけたらと思います。またそれ以外の項目も現状値以上という目標が多

く、これでは入れている意味が分からない。どこまでというところは示さな

いと、どのくらい進んでいるのかという評価もできないと思います。くるみ

んのところも、例えば追加でえるぼしを入れるなど、ジェンダーギャップ解

消に本気で取り組むのであればご検討いただければと思います。 

 

 ３点提示していただきました。まず１点目は、市役所における男性職員の

育児関連の休暇の利用というところですが、取得はしたが実態としてはどの

くらいの日数を取っているのかという次のステップにも進めるのではないか

と私も感じました。今年度の 100％は達成できそうなのでしょうか。 

 

 現状何パーセントかは把握できていませんが、かなりの取組ができている

ということは人事担当課から報告を受けております。また、今年から育児休

業等取得計画書を作成し、上司から働きかけて、皆さん取っていただくとい

うことになっています。 

 

 男性職員の育児休暇取得についてなんですが、男性が何をしたかによって

女性への負担などが変わってくると思います。休暇を取って、お酒を飲んで

寝ているだけなら結局育児休業の意味がないし、女性の負担が増えるだけな

ので、何をしているのかというアンケートも必要ではないかと思います。 

あと、「防災サポーターにおける女性の割合」というのがあるのですが、具体

的に防災サポーターとは何ですか。 

 

今年度から防災士の資格を持つ方を防災サポーターということで市に登録

していただいて活動する事業を始めたところです。 

 

 最初のご指摘の休暇を取得しただけで何もしないのではないかということ

についてはどうでしょうか。理想的には配偶者の方に満足度を聞くのがよい

かもしれませんが、そこまで踏み込むのは難しいかもしれません。今回は休
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暇・休業を取ることを目標として、次のステップとして、目標として可能な

のかを検討していただけたらと思います。 

また、Ｆ委員からご指摘いただいた現状値以上となっているところが、志と

して低いのではないかということですが、私も評価委員として前回携わった

関係で見てみますと、できるだろうなというところと、なかなか難しいかな

というところがあります。例えば「コミュニティ協議会における女性役員の

割合」というのは、実際なっていただける方がなかなかいないというのが現

状です。私も目標値になるまで、女性の方に入っていただけばいいじゃない

かと思っていたのですが、地域のコミュニティの方は高齢の方が多くて、な

かなか女性の方が出て来てくれないというのが現状です。できるものとでき

ないものがあると思いますが、現状値以上となっているところは、数値目標

が出せるか出せないか再度検討していただけたらと思います。最後は、ワー

ク・ライフ・バランスのところで、くるみんの取得になっているんですが、

くるみん自体そんなにハードルが高くないのではないかと感じてしまうので

すが、ワーク・ライフ・バランスを測定するのは難しいので、苦労されたの

ではないかと思います。何か良い案があればと思います。 

 

 少し補足ですが、育児休業を取得して何をしているかというのは、市側が

企業への調査項目に入れるのは簡単だと思います。ですが、市側が市役所職

員に対して休暇の利用状況を聞くのは、例えば普通の有給休暇取得時に「何

のために使うのか」と聞くのはご法度なんですよね。そういうのは逆に休暇

取得を制約する方向に働くので、育休中に必ず育児をしなければならないと

決まっているわけではなく、育休の使い方は労働者個々の自由なので。事実

上奥さんの方が余計大変になるというのはまた別問題になります。役所側が

それを聞くのが、育休取得を制約する方に働いてくるように思うので、もし

聞くのであればかなり慎重に聞いた方が、逆に労基署などに駆け込まれる可

能性もあります。 

 

 今のお話で、育休中にどうしたかと聞くとそういう問題が出てくるので、

奥さんが出産して１年以内にどのような家事支援や育児支援をしましたかと

いうような聞き方だったら、参加しているか、していないのかわかりますし、

職員の方がアンケート調査を見直すときに「みんなこれぐらいしているんだ

な」「自分はそこまでしていないな」など比較する資料になっていいのではな

いかと思います。それとともに、女性の管理職の職業従事者の割合というの

がありますが、パートナーの方がどれくらい家事や育児をサポートしている

のかということをすごく知りたいと思いました。もしかしたら、ご結婚され

ていなくて管理職に就いた方、仕事を中心に考えたい方もいらっしゃると思

いますし、なおかつ家庭を持たれて、仕事も男性と同じような仕事をして、

家に帰ってから主婦メインの仕事をされているというのは、すごく大変なこ
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とだと思うので、それを若い人達が見て「こういうパートナーを選べば、私

にもできるかもしれない」と前向きになれるようなアンケートをとって、職

員の方にも「みんなやろうよ」ともっていけたらいいのではないかなと思い

ます。 

 

くるみんの話に戻りますが、目標にくるみんの取得は書かれていますが、

施策の本文の方にはくるみんのことは書かれていないように思いますので、

本文に出てきていないものを指標にするということに違和感があります。施

策としてそれを促すような記載をされるとか、そういうことが本文にあれば

目標値になってもいいのかなと思います。 

 

 追加変更等を検討していただけるようでしたらお願いします。 

 

 市民・地域・事業者の取組について記載している箇所がありますので、そ

の「事業者の取組」として「くるみんを取得しましょう」ということを記載

してまいりたいと思います。 

 

 基本方向１、２については出ましたが、基本方向３についてはいかがでし

ょうか。 

 

 基本方向３のＤＶ相談窓口について「知っているところはない」と回答し

た人の割合を８％以下にする、施策としてはＤＶ防止等に向けた意識啓発に

リーフレットやカード、広報紙、ホームページなどとあるのですが、スーパ

ー等では広報紙やリーフレット等を見たことがありますが、実際ＤＶにあっ

ている人が、そこまでたどりついて、わざわざかけることはないかなと思い

ます。それよりもＳＮＳの広告やＬＩＮＥの広告などを利用した方が広がる

のではないかなと思います。 

 

ターゲットに合わせた広報戦略が必要ということですね。私もこういった

仕事をしていますと、市の広報紙などを意識して見るようにはなっています

が、学生さんなどですと、新聞とっている方も少ないでしょうし、ターゲッ

トを絞って若年層には違う方法もいいのではないかというご提案をいただき

ました。他に何かありませんか。 

 

新規要介護等認定者の平均年齢が目標値になっているのが、これはどうな

るのが望ましいのかなと思いました。 

 

新規認定者の平均年齢が上がるということは、元気な高齢者が増えている

ということにもなります。 
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普段、たくさん患者さんを看ているわけではありませんが、要介護認定と

いうのは、病態に応じてサポートを受けられるために認定されるものだと思

うので、もっと早い段階でみなさん認定を受けた方が、介護する方の負担を

減らしたり、ご本人の機能レベルを高めるためにも、むしろこの年齢は下が

る方が理想的なのかなと思うのですが。健康寿命ということになると、医療

が進歩して治療がうまくいっているということであって、介護者の努力でど

うにかなるということではないと思いますので、現実的に望ましい指標では

ないように思いました。 

 

介護認定しないようにしていると誤解されるかもしれません。 

 

できるだけ健康寿命を延ばして、高齢者になっても認定を受けなくてもい

いのが理想的な社会だろうと考えられたのだと思うのですが、一方で現実の

問題として介護認定が認めてもらえないというのが大きな課題だと思います

ので、そのままだと単に介護認定しなきゃいいのかという誤解を招く恐れが

ありますかね。あと、健康寿命にしたらいいのではないかということについ

ては、数値が取れるのかどうかというのもあると思います。 

 

 例えば、高齢者の就業率とか就業年齢とか、働いていて日常生活は健康に

おくれているというような別の指標は何かないでしょうか。 

 

そういった指標も総合計画にはありまして、働いている高齢者の割合など

も考えたのですが、それが３年に１回などで毎回計れるものではなく、担当

課も指標の見直しを考えているということで今回の指標にしました。他都市

の指標を見ていますと、元気高齢者の割合などの指標もありましたので、指

標につきましては今後検討させていただきたいと思います。 

 

 就業年齢でいくと、年金が引き下げられて、最近の物価高もあって働かざ

るを得ない高齢者が多い。何かの統計でみたら、徳島のタクシーの運転手の

年齢が 80代の方もいて、働いていることが健康長寿の象徴だというのもどう

かと思います。その方の意識はわからないですが、本当は悠々自適に暮らし

たいが、やらざるを得ないという方もいらっしゃると思うので、誤解を生む

指標になるかもしれないということを検討された方がいいと思います。 

 

「あらゆる暴力の根絶」というところで、ＤＶをメインに考えられている

と思うのですが、最近は虐待も増えているので虐待のことも入れた方がいい

のではないかと思います。男女共同参画センターが親子の関係のセミナーを

されるのも、心理的な虐待も含めてのセミナーだと思います。 
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虐待認定というのがあると思うのですが、自分の高齢の両親をほったらか

しにしているとか、経済的暴力というのも経済的虐待とか、夫婦間でも精神

的虐待とか、性的虐待とか、ネグレクトとか。その辺を何か入れ込んでいく

というようなイメージですかね。 

 

対象が違うだけで、内容は同じだと思うので、そこら辺を入れられたらと

思います。 

 

このあたりも指標化するのは難しいとありましたが、認知件数などにする

とまた問題が出てきてしまうでしょうか。いじめの認知件数などになると、

いじめが増えているというより、学校側がいじめをいじめとして認識できて

いなかったことに対する改善でもあったりするので、何を持って指標とすべ

きがが難しいと思います。ただ、先程のＤＶ以外に範囲を広げることは可能

でしょうか。 

 

虐待といえば、子どもや高齢者への虐待もありますが、そちらについては、

それぞれの計画でお示ししております。本プランは男女共同参画計画という

ことで、主にＤＶということで書かせていただいています。資料１の 49ペー

ジの取組の中で「女性、子ども、高齢者、障害者等への暴力・虐待防止対策

の推進」として書かせていただいております。 

 

男女共同参画としては、ＤＶを取り上げていくということで、ご納得いた

だけますでしょうか。何か他に伝えておきたいことなどはございませんか。 

 

私は後期高齢者の 80歳ですが、今私が直面しているのは認知症の方のサポ

ートについてです。この日曜日もサポートのお手伝いをしましたが、非常に

大変です。特に男性が認知症になった場合に女性が介護する場合は、体力の

差もありますのでさらに大変になります。認知症カフェという場があるので

すが、その会場へ行くまでの家族の送迎が大変です。介護されている方は、

認知症の方がカフェにいる２時間程度の間が唯一の娯楽の時間だそうです。 

 

市役所や地域包括支援センターに相談されているのですか。 

 

しています。デイサービスは、みなさん同じような方が集まっているので

すが、カフェは健常の方と認知症の方が半々ですので、全然雰囲気が違いま

す。高齢者を支える介護体制の充実に関して、援助の仕方、サポーターの養

成など取り組んでほしいと思いました。 

 

団塊の世代の方も今後要介護になり、高齢者の人口もどんどん増えていき
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ますし、介護する方の精神的、身体的な負担は想像できないほどだと思いま

すので、市民がいきいきと生きるためにも、何か市として取り組んでいただ

けたらと思います。 

 

介護については、仕事をしながら介護をしている方がどのように介護を乗

り切っているのかというアンケートの取り方はどうでしょうか。親の介護の

場合は、結婚していれば夫と妻がいると思いますが、それがどのように分担

してサポートしているのかなど。ダブルケアといって、出産育児をしながら、

介護をしている人達もいます。この状態で仕事に復帰などはできないと思う

のですが、その方たちを女性としてどうやって社会に復帰できるかなど、具

体的な内容が知りたいです。難しいかもしれませんが、その方がアンケート

を見る側も自分と比較しやすいと思いました。 

 

介護されている方というのは身近にもいらっしゃいますし、女性が中心的

もしくは強制的にそのような役割を担わなければならない環境ができている

のではないか。それを数値として把握することで、実態の把握や問題の解決

にもつながっていくのではと思います。 

 

資料１の 28ページで「若者のキャリア教育の推進」とありますが、若者に

限らず全年齢層のキャリアの推進の方がいいのではないかと思います。 

 

今、まさに現在の内閣でリスキリングという学び直しについてかなりお金

を使うという方針も出ています。若者に限らず人生 100 年の時代の中で、大

学生の時に学べばもう一生やっていけるというものではないので、幅広い年

齢層の学び直しも含めた教育も推進していくということですね。 

 

男性の育児休業のススメのコラムの一番下の部分、「育ＭＥＮプロジェク

ト」は「イクメン」のカタカナだと思います。 

 

議事 ⑶ その他 

事務局 次回開催日程の連絡 

閉  会 

 

 


